
令和６年１２月　第７回　倉吉市議会定例会 

 

１　会　期　　　１２月２日（月）～１２月１８日（水）　１７日間 

２　会議日程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通し日 月・日 曜 会議区分 時　間 内　　　　　　　　 容

1 12月2日 月 本 会 議 午前10時 議案の上程、提案理由の説明

2 3日 火 〃 〃 市政に対する一般質問

3 4日 水 〃 〃 　　　　 〃

4 5日 木 〃 〃 　　　　 〃

5 6日 金 予 備 日

6 7日 土 休　　会

7 8日 日 〃

8 9日 月 本 会 議 午前10時 付議議案に対する質疑  ～委員会付託

9 10日 火 予 備 日

10 11日 水 委 員 会 予算決算常任委員会（予定）

11 12日 木 予 備 日

12 13日 金 委 員 会 総務産業・厚生文教常任委員会（予定）

13 14日 土 休　　会

14 15日 日 〃

15 16日 月 予 備 日

16 17日 火 議事整理日

17 18日 水 本 会 議 午前10時 委員長報告～付議議案の討論・採決



 

３　市政に対する一般質問及び議案質疑 

　（１）市政に対する一般質問 

ア　会派質問又は各個質問の選択制とし、会派で決定する。 

①　会派質問時間は、１人２５分×所属議員数とする。 

②　各個質問時間は、２５分とする。 

イ　発言通告書等提出期間 

　１１月１５日（金）午前８時３０分～１１月１９日（火）正午 

（電子メール・ＦＡＸは午前９時まで） 

　　※手話通訳用質問原稿：１１月２５日（月）正午まで 

　　※質問補足資料（議場配布分）：質問を行う日の前日正午まで 

 

ウ　質問の順序 

　　　①　質問は、会派質問を各個質問に先駆けて行うものとし、所属議員数の多い会派から行う。所属議員数が同じ場合は、当該会

派間の協議により決定する。 

　　　②　各個質問は通告書提出順とするが、提出初日の午前８時３０分以前の持参者が複数の場合、協議により決定する。 

　　　③　本会議の運営上、特に必要な場合には、質問の順序を変更する。 

　（２）議案質疑 

　　　　発言通告書提出期限　１２月５日（木）午後５時まで 

 

４　請願・陳情・意見書提出期限　１２月２日（月）午後５時まで 

５　議会運営委員会開催予定 

　（１）開会前 

日時・場所：１１月１８日（月）午前９時００分　議会会議室 

内容　　　：提出議案等について 

　（２）会期中 

ア　日時・場所：１２月９日（月）午前９時　議会会議室 

　　　内容　　　：追加提出議案及び委員会付託について 

　イ　日時・場所：１２月１８日（水）午前９時　議会会議室 

　　　内容　　　：追加提出議案について


